
○ 個人利用の場合は料金前払いです。総合体育館窓口でお支払いください。

○ 利用時間をお守りください。（準備・後片付けも利用時間に含まれます）
遅すぎる退場は、別途料金をいただきます。

○ 個人利用の場合、人数制限はしません。競合した場合は、お互いに譲り合い
利用してください。（６人立ちのため）

○ 弓道場は土足厳禁です。

○ 弓具の貸し出しは、ありません。個人の弓具等を置くことは禁止です。

○ 的は、利用者が設置し、最後に帰る人が片付けて、垜(あづち)を整えてから
帰ってください。

○ 利用した器具は、元の場所に戻してください。

○ 利用後は、きれいに掃除をしてください。

○ ゴミ袋等準備して各自でゴミをお持ち帰りください。

○ 専用利用の受付は、２日前までとします。
２日前が休日の場合はその前日までとします。

○ 弓道場内での飲食及び射場への飲食物の持ち込みは禁止です。

○ 弓道場での喫煙は禁止です。

○ 利用中、弓道場が傷つかないよう注意してください。
イス、机などを使用する場合、シートを敷く必要がありますので、体育館
職員へ申し出てください。

○ セロテープ・ガムテープの使用はテープ跡が残るため禁止です。
また、押しピンも危険なため禁止です。養生テープを使用してください。
掲示物等は、スポーツ課の許可を得てください。

○ 設備や器具を破損した場合は速やかに体育館職員へ申し出てください。

○ 弓道場内外での盗難については、一切責任を負いません。
利用者皆様で自己管理をお願いします。

○ 事務室・和室をご利用の場合、そのつど申し出てください。

○ 目的外利用の場合は、スポーツ課にて許可を得てください。

○ 弓道初心者あるいは、経験に空白期間があり、危険矢を放つおそれのある
場合は、スポーツ課にご相談ください。
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